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世界標準 コーポレー ト・ガバナンス原則 の誕生 と概念

一国際会議 の コーポ レー ト・ガバナ ンスに関す る合意 と役割 一

小 島 大 徳

1は じめ に

1990年 代初頭 か ら、世界各国で コー ポ レー ト ・ガバナ ンス問題 が活発 に議論 され

てい る。また、 しば らく時 をおいた1990年 代 後半か ら、コーポ レー ト ・ガバナ ンス

問題 は、次第に国際会議で議論 され始 め、今 日、国際会議が コーポ レー ト ・ガバナ

ンス原則(以 下 「原則」 とい う)に 強い関心を示 してい る。

原則 は、1990年 代 のは じめよ り、各 国内で徐 々 に策 定 され は じめた。 そ して、

1990年 代半 ばの コーポ レー ト・ガバ ナンスに関す る私的 国際機 関の設 立 と原則の策

定、1990年 代後 半の公 的国際機 関の原則策定 とは、世界標準 とな る原則 の策定への

流れ を決定的に した といえる。

本稿 は、21世 紀 の初頭 に確立 され るであろ う世界標 準 となる原則 は、原則 を策定

す る国際機 関 と原則 を支持 してい く国際会議 との両者 が協力 して行 く必要 がある と

した立場で論 を展 開す る。 そ して、世界標準 となる原則 と国際会議 との役割 を明 ら

か に し、原則 が世 界各国 に広 ま るプロセス を明示す るこ とを 目的 とす る。 また同時

に、今 まで漠然 とした概念であった世界標 準原則 が確 立す る根拠 を も明確 にす る。

そ こで、本稿 では、 まず 、第1節 において、今 日の世界標準 としての役割 を担 う

OECD原 則が策定 され るまでの経緯 と内容 とを考察す る。 っ ぎに、第2節 におい て、

OECD原 則 に対す る各 国政府 や国際会議 の役割 、お よび先進 国首脳 会議がOECD原

則 を支持 した こ とに よる世界標準化 の過程 とそ の役割 を検討す る。 そ して、第3節

では、地域国際会議 がOECD原 則 を各国に広 めてい く行動過程 を解 明す る。 また、

第4節 では、実務者首脳会議iによる、OECD原 則 を各 国の法令 ・規則等 に反 映 して

い く取 り組 みを明 らかにす る。 そ して、最終的 に世界標 準原則の概念確 立 とそのた

めに必要 とされ る国際機 関の役割 との関係 を明 らか に し、今 日、OECD原 則 が世界

標準原則の立場 にあ る理 由を明確 にす る。
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なお 、2004年 にOECDは 、 『新OECDコ ー ポ レー ト ・ガバ ナ ンス原 則1』 を策 定 し

公 表 した。 しか し、新 しい原 則 が公 表 され た か ら とい って 、す ぐにそれ に飛 び つ い

て は い け ない。 新 しい原 則 が公 表 され た か らこそ、 旧原 則 を今 一度 注 目 しな くて は

い け な い の で あ る。 そ の た め本 稿 で は 、 い わ る ゆ 「旧OECD原 則(1999年)」 を

OECD原 則 と称 して論 を展 開 して い く。

20ECDコ ー ポ レ ー ト ・ガ バ ナ ン ス 原 則 と 国 際 会 議 の 役 割

2.10ECDコ ー ポ レー ト ・ガ バ ナ ン ス 原 則 の 成 立 と そ の 意 義

原 則 の 世 界 標 準 策 定 の 流 れ を 決 定 的 と した の は 、 経 済 協 力 開 発 機 構(Organisation

forEconomicCo-operationandDevelopment,以 下 「OECD」 とい う)の 一 連 の 原 則

策 定 の 動 き で あ っ た 。

ま ず 、OECD経 営 諮 問 グ ル ー プ は 、1998年 に 、 『コ ー一ポ レー ト ・ガ バ ナ ン ス:グ

ロ..._.バル 市 場 に お け る 競 争 力 向 上 と 資 本 参 入(CorporateGovernanceImproving

CompetitivenessandAccesstoCapitalinGlobalMarkets,以 下 「OECD原 則 基 本 方

針 」 と い う)2』 と題 した 報 告 書 を 策 定 し 、OECD本 部 へ 報 告 を 行 っ た3。 これ を 受 け

て 、OECDの 内 部 で 本 格 的 に 検 討 が 行 わ れ 、1999年 の 閣 僚 理 事 会 に お い て 『OECD

コ ー ポ レー ト ・ガ バ ナ ン ス 原 則(PrinciplesofCorporateGovernance
,以 下 「OECD

原 則 」 とい う)h』 が 採 択 され た 。

OECD原 則 は 、1株 主 の 権 利 、r【 株 主 の 公 平 な 取 扱 い 、HI利 害 関 係 者 の 役 割 、IV

情 報 開 示 と透 明 性 、V取 締 役 の 役 割 、 か ら構 成 され て い る。 そ して 、OECD原 則 の

内 容 は 、 世 界 各 国 が 原 則 の 策 定 を 行 う際 に 共 通 の 基 盤 と な り、 国 際 社 会 に 受 け入 れ

や す い も の で あ る こ とを 意 識 して 策 定 され て い る5。

2.20ECDコ ーポ レー ト ・ガバナ ンス原則 による各 国政府への要求

OECD原 則 は、 「市 場原 理に基づ いた ガバナ ンスを基礎 とした視 点は、政府 の役

割 を排 除す るもので はない。政策決定者や規制 当局は、明確 で重要な規制 の枠組み

を策定す る責任 を持 ってい る6」ので あるか ら、 「政府 は、市場 が効果的に機 能す る

とともに、株主や他 のステ,,ク ホル ダーの期待 に応 え うるよ うな十分 な柔軟性 を提

供 で きる効果 的な規 制 の枠組み をつ く りあげ る とい う重 要な責任 をもってい る7」

としてい る。 これ は、統一的な コーポ レー ト ・ガバ ナ ンスの基準のも とで企業に対

して コー ポ レー ト ・ガバナ ンスを有効 的に機能 させ てい くためには、各 国政府 の役

割 が重要 である との見方 を示 した もので ある。 ここか らもわかるよ うにOECD原 則
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は 、具 体 的 な コー ポ レー ト ・ガバ ナ ンス の 内容 を定 め るだ けで は な く、 各 国政府 の

役 割 が重 要 で あ り、協 力 して コー ポ レー ト ・ガバ ナ ンス 問題 の解 決 に あ た って い く

こ とを求 めて い る とい え よ う8。

OECD原 則 が 各 国政 府 に求 め て い る よ うに 、OECD原 則 が 世 界標 準 と して の原 則

とな るに は、 まず 、世 界 各 国 に よる合 意 が な くて はな らな い と考 え る。加 えて 、各

国 政府 が 、OECD原 則 を浸 透 させ てい く努 力 もな くて は な らな い もの で あ る。 さ ら

に 、OECD原 則 が うた っ て い る よ うに 、 各 国政 府 はOECD原 則 に則 っ て 国 内 問題 を

解 決 しな くて は な らな い。 これ らの3つ の要 素 が解 決 され て は じめて 、OECD原 則

は名 実 ともに世 界 標 準 と して の原 則 とな り、そ の役 割 を十 分 に果 た す姐 上 が で き あ

が る と考 え られ る。

2.3国 際会 議 の コー ポ レー ト ・ガ バ ナ ンス 原 則 へ果 たす 役 割

OECD原 則 が求 め る政 府 の役 割 に応 え る よ うに 、今 日の 国 際会 議 は 、 コー ポ レー

ト ・ガバナ ンス問題 を議題 にあ げ る こ とが とて も多 くな ってい る。 各 国政府 が集 ま っ

た 国際 会議 で コー ポ レー ト ・ガ バ ナ ンス 問題 が 取 り上 げ られ る こ とに よ り、各 国政

府 は、 コー ポ レー ト ・ガバ ナ ンスの発 展 に強 固 な協力 関係 で 臨む こ とがで き、か っ 、

そ こで の合 意 内容 は、 国 際公 約 とな る性 質 を有 す る と考 え られ る。

な かで も、1998年 頃 か らは じま ったOECD原 則 の策 定 作 業 と時 を同 じ く して 、原

則 を 中心 に話 し合 い が もたれ る よ うにな っ た。今 日ま で 、先 進 諸 国 の トップ が 一堂

に 会 す る先 進7力 国首 脳 会 議(以 下 「先 進 国 首脳 会 議 」 とい う)や 、 ア ジ ア太 平洋 経

済 協力 会 議(Asia-PacificEconomicCooperation,以 下 「APEC」 とい う)の よ うな地 域

経 済 に関 して 中心 的 に話 し合 わ れ る国 際会 議(以 下 「地域 的 国 際会 議 」 とい う)、 そ

して 、財 務 相 ・中 央銀 行 総 裁 会 議9の よ うな世 界 経 済 の動 向 に大 き な影 響 を 与 え る

実 務者 首脳 に よる 国 際会 議(以 下 で は、 便 宜 上 「実 務者 国 際会 議 」 とい う)、 が積 極

的 に コー ポ レー ト ・ガバ ナ ンス を取 り上 げ 、議 論 を行 って い る10。

これ らの 国際 会 議 は、 図1に 示 され る よ うに 、 そ れ ぞれOECD原 則 に対 して 重 要

な役割 を有 してい る と考 え られ る。 まず 、先 進 国首脳 会議 は、OECD原 則 を各 国首

脳 レベ ル で合 意す る こ とで 、世 界標 準 と して の位 置 づ け を明確 にす る役 割 を持 っ 。

ま た 、APECに 代 表 され る地域 的 国 際会 議 は 、 世 界標 準 とな る原 則 を広 く浸 透 させ

る役 割 を持 つ 。 そ して 、財 務相 ・中央 銀 行 総裁 会 議 に代 表 され る実 務 者 会議 で は 、

各 国 の世 界標 準 とな る原 則 を も とに して、 よ り実 務 的 な話 し合 い が もた れ 、 各 国 内

法 令 ・規則 等 を整 備 して い く役 割 を持 つ ので あ る。
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図1世 界 標準 のコーポ レー ト・ガバナンス原 則 となるために

先進 国首脳

会議

(サミット)

地 域 的 国際OECD

会 議 原 則

(APEC等)

②コーポレート・ガバナンス原則の普

財務相・中央
銀行総裁会議

③コーポ レート・ガバナンス原則を受

けた各 国内の法令 ・規則の整備

(出所)筆 者作 成。

本稿 では、OECD原 則 を中心に して、①先進 国首脳会議 にお ける世界標 準原則 の

認 定、②地域 国際会 議 にお ける具体的実施(浸透)方針 の決定、③実務者 国際会議 に

お ける各 国内法令 ・規則 の整備 の方針、 としたそれぞれ の国際機 関の役割 を検討す

る。

3先 進 国首 脳 会 議 にお け るOECD原 則 の世 界 標 準 化 へ の 支持

3.1先 進国首脳会議 とコーポ レー ト ・ガバナ ンス原 則

まず 、世界標準の原則 とな るために もっ とも重要な こ とは、OECD原 則 が多 くの

国に よ り支持 され 、認 め られ なければな らない こ とであった。 そ こで、この役割 を

担 ったのが、先進 国首脳 会議 にお けるOECD原 則への支持 と合意で あった。先進国

首脳会議で原則 を取 り上 げた会議名 と年次 、お よびその内容 を示 した表1に よる と、

1999年 の会議 か ら盛 んに原則 が取 り上げ られ るよ うになった ことがわか る。

1999年6月 の ケル ン ・サ ミッ トで、首脳会議の前に開かれたG7蔵 相会議 では、G7

蔵相か ら首脳会議への報告書で ある 『ケル ン経済 サ ミッ トへの報告:国 際金融 シス

テ ムの強化 』 のB透 明性 の強化及び最 良の慣行 の促 進 の21.kに おいて、 「OECDが

コーポ レー ト ・ガバナ ンスに関す るコア ・プ リンシプル を先般承認 した こと。そ し

て、世銀が、OECDや 他 の国際機 関 と共同 して、新興市場国や先進 国において可能

な限 り幅広 い範囲 で当該 プ リンシプル が採択 ・実施 され るよ う促 す こ と1'」と明記

した。 この、支持 と合意 に よ り、OECD原 則 は、世界標 準原則 と認 め られた とい え

よ う。 同時 に、また、原則 を先進諸 国だけではな く、発 展途上国 にも適用 を広げて
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い く とい う合 意 内容 は 、次 の段 階 と して 、 よ り広 くOECD原 則 を広 め て い く とい う

今 後 の 方針 が確 認 され た。

表1先 進国首脳会議の コーポ レー ト ・ガバナ ンス に関する支持 と合 意の内容
1

年月 会議名 文書名 内容1
①OECDが コ ー ポ レー ト ・ガ バ ナ ンス

1999年7月
ケル ンサ ミッ

ト蔵相 会議

「B.透 明性 の強化及 び

最良の慣行の促進」21.

k「 ケル ン経 済サ ミッ ト
への報告1国 際金融 シス

テムの強化』

に関す る コア ・プ リンシプル を先般 承

認 したこと。

②世 界銀行 グル ー プが、OECDや 他 の

国際機関 と共 同 して、新 興市場 国や先

進 国 において可能な限 り幅広 い範 囲で

当該 プ リンシプルが採択 ・実施 される

よ う促 す こ と。

2000年7月
沖縄 サ ミッ ト

首脳宣言

「21世紀 の一 層 の 繁栄 に

向 けて 」8『G8コ ミュ ニ

ケ ・沖 縄2000』

① アジアを中心 と した世界経 済 の改革

努力 の現時点 での焦点 は、 公的 ・民 間

部 門の統治(ガ バ ナ ンス)と 透 明性 を

改善す ることが重要であ る。

①人権尊重 と法の支配 に根 ざした、開

放 的で、 民主 的で、 かつ、 国民 に責任

「貧 困 削減 のた め の戦 略

的 ア プ ロー チ」6『G8コ

ミュニ ケ』

を負 う統 治制度 は、 持続可能 な開発 と

力強 い成 長 のための必 要条件 であ る。

したが って、我 々は、 開発途 上国が以

下 を推進す ることを支援 する。
一.汚 職 と闘 うための法的枠組み とコー

ポ レー ト ・ガバ ナ ンス制 度

①経済を成長 させ、生産性 を向上 させ、

また、生活水準 を向上 させ る上 で、民

間セ クターに よる投資 の増 大 は必要不

可欠 で ある。 我 々は、 開発 途上 国が民

間投資環境を向上させることを助ける

2001年7月
ジャノバサ ミッ

ト首脳宣言
ため、MDB及 びその他 の関連す る国際

機 関 に対 し、 官民 のパ ー トナー シップ

及 び投資 に関す る最良 の慣行 や、 コー

ポ レー ト ・ガ バ ナ ンス の分 野 に お け る

「債務救済及び債務救済 規則 と基準、 会計基準、 一層 の競争及

を越 え た取 り組 み」13 び透明な税制の確立を含む、開発途上

『G8コ ミュニ ケ』 国による国内改革努力を支援するよう

強 く求 める。我 々は、世界銀行 に対 し、

最貧 国にお ける民 間セ クター開発 の促

進計画に対 して追加的な支援を行 うよ

う要請す る。 我 々は、 知識集約 型経済
へ の一層 の投資 を促進 するため、WTO

及び世界知的所有権機関に対 し、世界
銀行 と協力 しつつ、最貧国が知的所有

権に関する国際規則を順守す ることを

助 けるよ う要請す る。

(出所)筆 者作成。
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そ して 、2000年7月 に行 わ れ た 沖 縄 サ ミ ッ トで は 、 『G8コ ミュニ ケ ・沖縄、2000』

の 「21世紀 の一 層 の 繁栄 に向 け て 」 の8に お い て 、 「(アジ ア を 中心 と した 世界 経 済

の 一 筆者)改 革 努 力 の現 時 点 で の焦 点 は 、 …(中 略)… 公 的 ・民 間部 門 の統 治(ガ バ ナ

ンス)と 透 明性 を改 善 す る こ と12」 と明記 され た。 これ は、21世 紀 に入 って も コー ポ

レー ト ・ガ バ ナ ンス 問題 が最 重 要 課題 で あ る と し、原 則 の さ らな る浸 透 に向 け た考

えを表 明 した もの で あ る。

ま た 、2001年7月 に行 われ た ジ ェ ノバ ・サ ミ ッ トで は 、 『G8コ ミュニ ケ』 の 「貧

困 削減 の た めの戦 略 的 ア プ ロー チ 」 の6に お いて 、 「人 権 尊重 と法 の支配 に根 ざ した 、

開放 的で 、 民 主 的 で 、 かつ 、 国民 に責任 を負 う統治 制 度 は 、持 続 可 能 な開発 と力 強

い成 長 の た めの必 要 条件 で あ る。 した が っ て、 我 々 は 、 開発 途上 国が 以 下 を推 進 す

る こ とを支援 す る13」 と して、 「一.汚 職 と闘 うた めの 法 的枠組 み とコー ポ レー ト ・

ガバ ナ ンス制 度 」 と して 取 り上 げ た。 さ らに 、 同13で は、 「経 済 を成 長 させ 、 生 産

性 を 向上 させ 、 ま た 、生 活水 準 を 向上 させ る上 で 、 民 間セ ク ター に よ る投 資 の増 大

は必 要 不 可欠 で あ る。 我 々 は 、開発 途 上 国 が民 間投 資環 境 を向上 させ る こ とを助 け

るた め、MDB及 び そ の他 の 関 連す る 国 際機 関 に対 し、 官 民 の パ ー トナ ー シ ップ及

び投 資 に関す る最 良 の慣 行や 、 コー ポ レー ト ・ガバ ナ ンスの分 野 にお け る規則 と基

準 、会 計 基 準 、一 層 の競 争及 び透 明 な税 制 の確 立 を含 む 、開発 途 上 国 に よる国 内改

革 努 力 を支援 す る よ う強 く求 め る14」 と明記 した。

3.2先 進 国首 脳 会 議 のOECD原 則 の 合 意 と新 しい国 際機 関

G7ケ ル ン ・サ ミ ッ トの合 意 に基 づ き、1999年 にOECDと 世 界 銀 行 グル ー プ は、

『グ ロー バル ・コー ポ レー ト ・ガ バ ナ ン ス ・フォ ー ラ ム の設 立 に 関す る申 し合 わせ

の覚 書(MemorandumofUnderstandingontheEstablishmentoftheGlobalCorporate

GovernanceForum)15』 を交 わ し、原 則 を世 界 中 に広 め る こ とを 目的 と して 、 グ ロー

バル ・コー一ポ レー ト ・ガ バ ナ ンス ・フォ ー ラ ム(GlobalCorporateGovernanceForum ,

以 下rGCGF」 とい う)を設 立 した 。GCGFの 特 徴 は 、 先進 諸 国 を 中心 に加 盟 す るO

ECDと 発 展 途 上 国 に 対す る主 た る業務 を行 う世 界銀 行 グル ー プ とがイ ニ シ アテ ィブ

を取 る こ とに よ り、今 ま で先 進 諸 国 中心 の議 論 に集 中 しが ちだ っ た コー ポ レー ト ・

ガバ ナ ン ス問題 を、 よ り世界 規 模 で討 議 す るこ とが 可能 に な る こ とで あろ う。

GCGFの 設 立 は 、1999年 と2000年 の 先進 国首脳 会 議 の合 意 内容 を受 け て、 実 際 に

実 をあ げ た一 例 で あ る。 ま た 、 この動 き に よ り原 則 は 、OECD原 則 を も とに して 、

そ の 内容 をつ ね に進 化 させ 、時 代 に常 に適 合 した 世界 標 準 原則 を 目指す 流 れ と体 制
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が で きあ が った とい え る。

3.3先 進国首脳会議のバ ツクア ツプによるOECD原 則の世界標準化

先進 国首脳会議 の一連 の コー ポ レー ト ・ガバナ ンスに関す る役割 は、 図2に 示す

ことがで きる。 これ に よる と、先進 国首脳会議 は、OECD原 則 を世界標準 の原則 で

ある と認 定 し、それ をよ り強 固な ものにす るために、①先進諸国だ けではな く発展

途上 国を含 めた コーポ レー ト・ガバ ナ ンス問題 への議論 を行 うこと、②発展途上 国

も含んだ新 しい コーポ レー ト・ガバ ナ ンスに関す る国際機 関の設 立、③世界 中に適

応 可能 なさらな る原則 の策定、 について合意がな され た とい えよ う。

図2先 進国首脳会議のOECD原 則への支持と合意内容

発展途上国へ
の浸透体制

確立

先進 国首 脳

会議

(サミット)

OECD

原 則

新たな国際

機 関(GCGF)
世界中適応可
能原則の検討

(出所)筆 者作成。

先進 国首脳会議 は、実質的にOECD原 則 を世界標準 と しての原則 として位 置づ け

た。 そ して、 これ を可能な限 り、全世界に広 めて有効 に効果 をあげ るために、新た

な国際機 関の設 立 し、今後 を見据 えた原則 の発展 に寄与す る役割 を果た してい くべ

きで あるといえ よ う。今後 も、先進国首脳会議 は、 これ らの コーポ レー ト ・ガバナ

ンス問題 に主導 的な役割 を果た してい くこ とが期待 され る。
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4地 域 的 国 際 会 議 にお け るOECD原 則 の浸 透 に向 けた 合 意

4.1ア ジア太平洋経済協 力会議 とコーポ レー ト・ガバ ナ ンス

地 域的 国際会議 は、地域経済 に密 着 した国際機 関で あ るた め、世界標 準で ある

OECD原 則 を各国に浸透 させ てい く役 割 を有 してい る。 ここで は、 コーポ レー ト・

ガバナ ンス問題 に意欲 的に取 り組ん でい るAPECを 取 り上 げる。APECは 、OECD原

則 を支持す る とともに、OECD原 則 の重要性 を よ り深 く議論 し、浸透 のための行 動

を起 こしてい る。以 下では、APECで 原則 を取 り上 げた会議名 と年次、お よびその

内容 を示 した表2に よ り、検討 を行 う。

表2APECの コー ポ レー ト ・ガ バ ナ ンス に関 す る支 持 と合 意 の 内容

年月 会議名 文書名
1

内容

1998年11月
第10回 マ レー

シア会議
『閣僚会議共同声明』

1

① コ ー ポ レー ト ・ガバ ナ ンス に 関 す る

作業 を歓 迎 した。

①OECD地 域 にお いて効率 的か つ柔軟

「テー マ2市 場機能 の強

化」29「 閣僚会議共 同声

明』

で競争 的な市場を提供す る政策 的対応

の必要性 を浮 き彫 りに し、 他 の公共部

門 の政策、 コー ポ レー ト ・ガバ ナ ンス

及 び金融 システ ムの改革が決定 的に重

要 で あ る。

① 閣僚 は、 域内の市場の強化 のための

1999年9月

第11回 ニ ュ ー

ジー ラ ン ド会

議

「テーマ2市 場 機能 の強

化」の31

OECDの 将来の作業を示す 「ロー ドマッ

プ」 について意見が0致 した。

②経 済及 び企業 のガバナ ンスの分野 に

お ける作業 の継続(OECD蔵 相 プロセ

スを通 じるものを含む)。

①我 々 は、企業及 び公的部 門の ガバ ナ

ンスにお いて、 よ り高い透 明性 及 び予

『首脳宣言』
測可能性 を提供す る ことよ り、 我 々の

市場を強化す る。

② 合 意 され た コ ー ポ レー ト ・ガ バ ナ ン

ス原則 の拡充及 び適用。

(出所)筆 者作成。

APECが 最 初 に コー ポ レー ト ・ガバ ナ ンス に 関心 を示 した の は 、1998年11月 にマ

レー シア で 行 わ れ た 第10回 会議 に お い て で あっ た。 第10回APEC閣 僚 会 議 共 同声 明

で 、 「閣僚 は 、 …(中 略)… コー ポ レー ト ・ガ バナ ンス に 関す る作 業 を歓 迎 した16」 と

して 、OECD原 則 策 定 に 向 け た動 き と、OECD原 則 基 本 方 針 の 内容 につ い て 好 意 的

に受 け止 め た。 そ の うえで 、 閣僚 理 事 会 は、OECD原 則 の策 定 に向 け た進 展 を期 待

す る と して い た。
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地域 的国 際会 議 は 、い うま で もな く地 域経 済 の発 展 に強 い 関心 を持 っ。 そ して 、

コ ー ポ レー ト ・ガ バ ナ ン ス は 地 域 経 済 の 発 展 に 欠 か す こ と が で き な い と して 、

OECD原 則 策 定 の 動 き に、 当初 か ら大 きな期 待 を有 して い た とい うこ とが で き る で

あ ろ う。

4.2ア ジア太 平 洋 経 済 協 力会 議 のOECD原 則 支 持 表 明

1999年9月 、 ニ ュー一ジー ラ ン ドで 開催 され た 第11回APEC閣 僚 会 議 共 同 声 明 の

「テ ー マ2市 場機 能 の強 化 」 の29に お い て 、 「グ ロー バ ル 化 の 速度 並 び に経 済 危機 の

範 囲及 び深 さは 、OECD地 域 にお い て 効 率 的 かつ 柔 軟 で競 争 的 な市 場 を提 供 す る政

策 的対応 の必 要性 を浮 き彫 りに した。 …(中 略)… 経 済危 機 が浮 き彫 りに した よ うに、

他 の公 共部 門の 政 策 、 コー ポ レー ト ・ガバ ナ ンス及 び 金融 シ ステ ムの 改 革 が決 定 的

に 重要 で あ る77」 と した 。 これ は 、 グ ロー バ ル 化 す る国 際経 済 に お い て 、最 重 要 課

題 の1つ と して コー ポ レー ト ・ガ バ ナ ン ス が存 在 す る と し、 各 国 政府 の 国 内政 策 に

コー ポ レー ト ・ガバ ナ ンス を生 か して い くこ と と、 今 後 のAPECに よ る原 則 へ の 関

与 とを表 明 した とい え よ う。

加 えて、 同 じ く閣僚 会議 共 同 声 明 で 、 これ に先 だ っ て公 表 され たOECD原 則 に対

して 、す ばや く支 持 表 明 が行 われ た。 「テ ー マ2市 場 機 能 の 強化 」 の31で 、 「閣僚 は 、

域 内 の市 場 の強 化 のた めのOECDの 将 来 の作 業 を示 す 『ロー ドマ ップ 』 につ い て意

見 が 一致 した'8」 と し、 な か で も、 「経 済 及 び企 業 の ガバ ナ ンス の分 野 にお け る作 業

の継続19」 が重 大 な 問題 で あ る と明記 し、OECD原 則 へ の支 持 の表 明 を行 った。

この よ うに、APECは 、OECD原 則 が策 定 され る と同時 に 、 これ を どの よ うに し

て地 域 の各 国 に広 め、OECD原 則 の活 用 に よ り経 済 発 展 を実 現 して い くか の作 業 に

入 っ た。

4.3APEC首 脳 宣言 とコーポ レー ト・ガバ ナンス原則

第11回APEC首 脳 宣言で は、 「現在 行 われ てい る改革 を通 じた競争 力 の向上 は、

回復 と持続 可能 な成長への道で ある。APECを 通 じて、我 々は、 ビジネ ス及 び雇用

拡大の機会 を拡 大 し、強固で 開かれた市場 を構築 し、我 々の コ ミュニテ ィー及び メ

ンバーが国際経 済 に成功裡 に参加 で きることを確保す るよ う努 める。 開かれ 、透明

性 が高 く、良 く規律 された国内市場及び国際市場 の双方 は、繁栄の不可欠 な基盤 で

あ り、また、企業 が革新 し富を創造す ることを可能 とす る20」として、そ のため に、

「我 々は、以下 に よ り、我 々の市場 を強化す る。企 業及び公 的部 門のガバナ ンスに
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お い て、 よ り高 い透 明性 及 び予 測 可 能 性 を提 供 す る こ とzi」が必 要 で あ る とす る。

そ して 、 「合 意 され た コー ポ レー ト ・ガバ ナ ンス原 則 の拡 充及 び適用22」 と して、 コー

ポ レー ト ・ガ バ ナ ン スの 地域 経 済 に果 たす 役割 と原 則 を さ らに浸 透 させ 各 国 にで き

るか ぎ り適 用 して い くこ ととを取 り決 め た。

APECは 、 世界 標 準 の原則 を各 国政 府 に浸 透 させ て い く役 割 を有 して い た。 この

よ うに 、APECに 代 表 され る地 域 的 国 際 会 議 は 、 図3に 示 され る よ うに 、① コー ポ

レー ト ・ガバ ナ ンス の継 続 的 作 業 、②OECD原 則 の示 した 道 筋 の速 や か な実 行 、③

地域 経 済 の繁 栄 に役 立っ コー ポ レー ト ・ガ バ ナ ンス の確 立 、 の3つ を実 施 して い く

こ とで合 意 が で きて い る とい え よ う。

図3地 域的国際会議のOECD原 則への支持と合意内容

地域 的 国際

会議

(APEC等)

原則による行動
の継続的実施

OECD

原 則

OECD原 則道

筋の 実施

経済繁栄のた
めのCG確 立

(出所)筆 者作成 。

5実 務 者 によ る 国 際会 議 のOECD原 則 に対 す る各 国法 令 ・規 則 等 の 整 備

5.1財 務相 ・中央銀行総裁会議 とコーポ レー ト・ガバ ナ ンス原則

実務者国際会議 のなかでも代表的な財務相 ・中央銀行総裁会議では、具体的な コー

ポ レー ト・ガバナ ンスに関す る議論を行 い、原則 を各 国内の法令 ・規則等 に反映 さ

せ るための声明を公表 してい る。 ここでは、財務相 ・中央銀行総裁会議 で原則 を取

り上 げた会議名 と年次 、お よびその内容 を示 した表3に よ り、検討 を行 う。

まず、最初 に財務 相 ・中央銀行総裁会議 において コー ポ レー ト・ガバナ ンスに関
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心 が示 され た の は、1998年10月 の 『G7蔵 相 会 議 宣 言 』 で あ っ た。 こ の な か で は、

「7.透明性 に 関す る類似 の基 準 が民 間セ ク ター一にお いて必 要 で あ る」 と し、 「(i)OECD

が、世銀 及 び他 の規 制 団体 と協議 しつつ 、1999年5月 の 閣僚 理事 会 まで に健 全 な コー

ポ レー ト ・ガバ ナ ンス及 び 企 業構 造 に 関す る提 言 につ い て の作 業 を早急 に完 了す る

こ と」 と声 明 を発 表 した。 この 時期 は 、OECDがOECD原 則 策 定 に 向 けて 、 取 り組

み を始 め た 頃で あ り、積 極 的 に後押 しを して い こ う とす る姿 勢 をい ちはや く示 した

もの で あ ろ う。

また 、1999年2月 に行 わ れ たG7蔵 相 会 議 で は、 『7力国蔵 相 ・中央 銀行 総裁 コ ミュ

ニ ケ』 の 「国 際 金 融 ・通 貨 シ ス テ ム の 強 化 」 の12に お い て 、 「我 々 は …(中 略)…

OECDに よる コー ポ レー ト ・ガバ ナ ンス の原 則 につ い て の進 展 を支持 す る」 と表 明

した。 また 、 『国際 金融 アー キテ クチ ャー に関す る実 施 計 画(付 属 文 書)23』にお い て 、

「(7)1999年 末 ま で に 、健 全 な コー ポ レー ト ・ガバ ナ ンス及 び会 計 に 関す る基 準 等 の

透 明性 に 関 す る基 準 につ い て の我 々 の 民 間セ ク ター の遵 守 状 況 をG7首 脳 に対 し報

告 す る」 と し、 「(16)OECDが 、1999年5月 のOECD閣 僚 理 事 会 ま で に 、 世銀 及 び他

の国 際 的 な規 制機 関の意 見 を考 慮 に入 れ つ つ 、健 全 な コー ポ レー ト ・ガバ ナ ンス の

原則 に 関す る提 言 を完 成 させ る こ と」 と して 、策 定作 業 が進 ん で い るOECD原 則 の

基本 方針 に対 して 、意 見や 見 解 等 を積 極 的 に 示 して い く姿 勢 を示 した。

表3財 務相 ・中央銀行総裁会議のコーポ レー ト ・ガバナンスに関する支持 と合意の 内容

年月 会議名 文書名
1

内容
1

7透 明性に関する類似の基準が民間セク
ター にお いて必 要 で ある。

(i)OECDが 、世銀及 び他の規制団体 と
1998年10月 G7蔵 相会議 rG7蔵 相会議宣言』 協議 しつつ、1999年5月 の閣僚理 事会ま

で に健 全 な コー ポ レー ト ・ガバ ナ ンス及

び企業構造に関する提言についての作業
を早急に完了すること。

「国際金融 ・通貨 システ
ム の 強 化12」 『7力 国 ①OECDに よ る コ ー ポ レー ト ・ガ バ ナ

蔵相 ・中央銀行総裁 コミュ ンスの原則 についての進展を支持す る。
ニ ケ』

①1999年 末 ま で に 、 健 全 な コー ポ レー

胴国際金融ア0キ テクチャー ト ・ガバ ナ ンス及 び会計 に関す る基準

1999年2月 G7蔵 相会議
に関す る実施計画(付 属

文書)』(7)
等の透明性に関する基準についての我々
の民 間セ クターの遵守状 況をG7首 脳
に対 し報告す る。

①OECDが 、1999年5月 のOECD閣 僚 理

『国際金融アーキテクチ ャー 事会までに、世銀及 び他の国際的な規
に関する実施計画(付 属 制機 関の意 見を考慮 に入 れつつ、健全
文書)』(16) な コー ポ レー ト ・ガ バ ナ ンス の原 則 に

関す る提 言を完成 させ ること。

X!9



国 際 経 営 フォ・一 ラムNo.17

1

① すべての分 野 にお けるグローバル ・
スタンダー ド化 を支持す る。

②OECDの コー ポ レー トガバ ナ ンス に

関する作業の完成 を歓迎 し、 コーポレー
トガ バ ナ ンス につ い て の核 とな る一・連

の原則 の採択 を支持す る。

③世銀がOECD及 び他の国際機関と共

1999年4月 G7蔵 相会議
「国際的に合意 された基

準及び規定」5

に、新興市場 国及 び先進国 にお けるこ
のOECDの 原則 の出来 うる限 り広範 な

採 用 と実行 を促す ための作業を継続 す

ることを奨励す る。

④我々は各国が これらの新規及び現存
す る基準 に適 合す るよう努力す ること

を促 し、IMFと 世 銀 に対 し、 他の機 関

か らの適 当な専門家 と協力 しっっ、 こ

うした各 国の努力 を支援 す ることを求

め る 。

① シ ョックに柔軟 に対応 す る経 済の能

力を強化するために国内構造改革を継
続 す ることの重要性 を強調す る。②金

「皿.マ クロ経済 の挑 戦

及 び政策対応8」 『大 臣共

同声明』

融及 び企業部 門 が直面 してい る困難 を

完 全に解 決す る ことの重要性 を強調 す

る。 これ らには、銀 行規制 ・監督、企

業 ガバナ ンス、 デ ィスクロー ジャーの
0層 の強化、及び長期的な金融機関及
び企業体 に係 る市場規律の強化策を含
む 。

① 特に金融 システムの強化、 経済 ・企

業 ガバナ ンスの改善 とい う分野 にお い
て、APEC財 務 大 臣 プロセスの作業 の

「皿.マ ク ロ経 済 の 挑 戦 進捗を歓迎する。

及び政策対応9」 『大臣共 ②実務者に、他の国際的努力に価値を
同声明』 付 加 し、APECが 強 みを有す る分野 に

2001年9月
第8回APEC財
務大臣会議

おける政策 イニ シアテ ィブ及 び技術協

力 に係 る協調 努力 を継続 す るよ うに要

請 した(付 属書A)。

①APEC民 間金融 家会合(AFG)、AP
ECビ ジネス諮 問委 員会(ABAC)、 太

平洋経済協力会議(PECC)及 びAPEC

経済委員会(EC)と の対話 を持 ち、 そ
れ らの我 々の作 業へ の貢献 を評価す る

「V.そ の他及 び次 回会

合20」 「大臣共同声明』

機会を歓迎 した。

②経済成長、金 融 の進展、 コーポ レー

トガバ ナ ンスに関す る彼 らの提言 に留

意 す る。

③民間部門の見解が我々の作業プログ
ラムに効果 的に反映す る ことを保証す

るために、民 間部 門機 関 とともに作業

す ることを継続す るよ うに要請 した。

■

(出所)筆 者作成。
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この よ うに、実務者 国際会議 では、グローバル ・スタンダー ド化 が進 む潮流 のな

かで、世界標 準 となる原則 の必 要性 をい ち早 く認識 し、そ の策定 に向 けて関係機 関

に働 きか ける とともに、 自らもその流れ に対 して強い支持 を表明 した。

5.2財 務相 ・中央銀行総裁会議のOECD原 則の支持

1999年4月 に行 われたG7蔵 相会議 では、『国際的に合意 され た基準及 び規 定』 の5

において 、すべての分野 にお けるグローバル ・ス タンダー ド化 を支持す る とし、そ

のなかで、 「OECDタ スクフォースの コー ポ レー トガバナ ンスに関す る作業 の完成

を歓迎 し、 コーポ レー トガバナ ンスについての核 とな る一連の原則 の採択 を支持す

る。我 々は、世銀 がOECD及 び他 の国際機i関と共 に、新興市場国及び先進国 にお け

るこのOECDの 原則の出来 うる限 り広範 な採用 と実行 を促すた めの作業 を継 続す る

ことを奨励す る。我 々は各 国が これ らの新規及 び現存す る基準に適合す る よ う努力

す るこ とを促 し、IMFと 世銀 に対 し、他 の機 関か らの適 当な専門家 と協力 しっっ、

こ うした各 国の努力 を支援す ることを求 める」 とす る ことで合意 をみて いる。

これは、は じめてOECD原 則 の内容について支持す ることを表明 し、あらゆるコー

ポ レー ト・ガバナ ンスに関係 の ある国際機 関同士 の対話 と協力 関係 を構築す るた め

の努力 を行 うことに した。そ して、後に設 立 され るGCGFの 構想 に、い ち早 く言及

した ものである。

5.30ECD原 則の各国内 における具体 的適用への取 り組み

2001年9月 に行 われ た第8回APEC財 務 大臣会議 にお ける 『大 臣共 同声明24』は、

OECD原 則 の今後 の各 国の法令 ・規則等 に大胆 に踏み込 んだ内容 を含ん でい る。 ま

ず 、「II.マク ロ経済の挑 戦及 び政策対応 」の8に お いて、 「我 々はまた、シ ョックに

柔軟 に対応 す る経済の能力 を強化す るために国内構造 改革 を継 続す るこ との重要性

を強調す る。 …(中略)…我 々は、金融及び企業部 門が直面 してい る困難 を完全 に解

決す るこ との重要性 を強調す る。 これ らには、銀 行規 制 ・監督 、企業ガバナ ンス、

デ ィスクロー ジャー の一層 の強化 、及び長期 的な金融機 関及び企業体 に係 る市場規

律の強化策 を含 む25」としている。

また、9に お いて、 「我々は、特に金融 システムの強化、経済 ・企業ガバナ ンスの

改善 …(中略)… とい う分 野 にお いて、APEC財 務 大 臣プ ロセ スの作業 の進捗 を歓迎

す る。 …(中略)…我 々は実務者 に、他 の国際的努 力 に価 値 を付加 し、APECが 強 み

を有す る分野 にお ける政策イニ シアテ ィブ及 び技術協力 に係 る協調努力 を継続す る
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よ うに要請 した(付 属 書A)26」 と して い る。

こ こで は、 各 国 の コー ポ レー ト ・ガ バ ナ ン スの構 築 に 関 して 、OECD原 則 を も と

に、 各 国 内 の法 令 ・規則 等 の整備 を強 力 に行 って い くこ とを表 明 してい る。 そ の た

め に、 関係 す る国 際機 関等 の協力 関係 と努 力 を重 ね て促 してい る こ とが注 目され る。

5.40ECD原 則 の継 続 的 適 用 への 努 力 の表 明

さ らに は、 第8回APEC財 務 大 臣会議 にお け る 『大 臣共 同 声 明27』の 「V.そ の他 及

び次 回 会 合 」 の20に お い て 、 「我 々 は 、APEC民 間金 融 家 会 合(AGF)、APECビ ジネ

ス諮 問 委員 会(ABAC)、 太 平洋 経 済 協 力会 議(PECC)及 びAPEC経 済 委 員会(EC)と の対

話 を持 ち、 それ らの我 々 の作 業 へ の貢 献 を評 価 す る機 会 を歓 迎 した。 我 々は 、経 済

成 長 、 金融 の進 展 、 コー ポ レー トガバ ナ ン ス に 関す る彼 らの提 言 に留意 す る。 我 々

は我 々 の次 官 に 、民 間 部 門 の 見解 が我 々 の作 業 プ ログ ラム に効 果 的 に反 映す る こ と

を保 証 す る た め に 、 民 間 部 門機 関 と と も に作 業 す る こ とを継 続 す る よ うに 要 請 し

た2s」 と した。 こ こで は、OECD原 則 を も と に、21世 紀 に入 っ て も継 続 的 に コー ポ

レー ト ・ガバ ナ ンス構築 の た め に努 力 して い くこ とを表 明 した とい え よ う。

図4財 務相・中央銀行総裁会議のOECD原 則への支持 と合意内容

財務相・中央
銀行総裁会議

原則の世界的

促進

OECD

原 則

国内法令 ・規

則等の整備

国際機関への

努力の促進

(出所)筆 者作成。
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この よ うに、実務者 国際会議 は 、図4に 示 され るよ うに、OECD原 則 を支持 す る

とともに、それ をコーポ レー ト ・ガバナ ンス構築 に役 立たせ るた めに、①OECD原

則 の世界的 に採 用促進 を進 める こと、②OECD原 則 に適合 した各 国 内の法令 ・規則

等 を整備す ること、③ 法令 ・規則等の整備 のた めに、国際機 関の努力 を促 す こと、

を実施 してい くことを取 り決 めた といえる。 これ は、今 までの国際会議 において、

OECD原 則 について単なる支持表 明を しただけではな く、各国内 において遵守 を求

めた声明であ ることが、注 目すべ き点であろ う。

6お わ り に

s.1世 界標 準 コーポ レー ト ・ガ バ ナ ンス 原 則 の 姿

い ま まで 筆 者 は 、OECD原 則 を決 して 世 界標 準 原 則 で は な く、 「もっ とも世 界 標

準原 則 に近 い原 則 」 とい う表 現 を使 用 して きた 。 世 界標 準 の考 え方 には 、デ ィフ ァ

ク ト ・ス タ ンダ ー ドとデ ィジ ニ・一 レ ・ス タ ン ダ ー ドの2つ が あ る。 まず 、 デ ィフ ァ

ク ト ・ス タ ンダ ー ドは事 実上 の標 準 と訳 され 、 徐 々 に世界 で 受 け入 れ られ 標 準化 が

行 われ る こ とをい う。 また 、デ ィジ ュー レ ・ス タ ン ダー ドは公 的標 準 と呼 ばれ 、公

的機 関 な どが標 準化 を行 うこ とを い う。 さて、 世 界標 準原 則 は、 こ の どち らに含 ま

れ るの で あ ろ うか。 平 田光 弘[2001a]は 、OECD原 則 をデ ィ ジ ュー レ ・ス タ ン ダー ド

で あ る と して い る。 しか し、 そ の裏 付 け とな る説 明 は され てい な か った。 そ こで 、

本 稿 で は 国際 会議 の原 則 お よび コー ポ レー ト ・ガ バ ナ ンス に関す る 関与 を論 じた わ

けで あ る。 そ して 、 これ らの 国 際 会議 の 関与 が 裏 付 け とな り、OECD原 則 は 、世 界

標 準 と しての 立場 を確 立 して い る とい うこ とが で き よ う。

だ が、 ここで誤 解 して は い け な い のは 、世 界 標 準 原則 は、 唯 一 の もの で もな く、

普遍 的 な もの で もな い とい うこ とで あ る。 逆 をい うな らば 、 これ らの裏 付 けが な く

な れ ば 、 あ るい は他 の機 関に移 った な らば、 もはやOECD原 則 が 世 界 標 準 原則 で は

な い こ とにな ろ う。

6.2世 界標 準 コーポ レー ト ・ガバナ ンス原則 と国際機関の役割

世界標準 となる原則 は、今 日、OECD原 則 がその役割 を果た してい る。 これ は、

先進国首脳 会議 や地域的 国際会議(APEC等)、 実務者 国際会議(財 務相 ・中央銀行総

裁 会議)の 国際会議 に よって、支持 されたか らとい う背景 があったか らで ある。 し

か し、 これ らの国際会議 は、単 にOECD原 則 を世界標 準 として支持 しただ けではな

かった。
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まず 、先進 国首脳 会議 は、先進諸 国が一一堂に会す る国際会議 で あるため、その支

持表 明は、よ り世界標 準 とな る原則 の策定 に向 けた動 きに拍車 をか けることになっ

た。 また、APECは 地域 に密着 した国際会議 で あるた め、 その支持表 明や合 意 内容

は、各 国内の コー ポ レー ト・ガバナ ンス に関す る議論 に大 きな影響 を与えた。そ し

て、財務相 ・中央銀行 総裁会議 は、実務者首脳 の国際会議 であるため、OECD原 則

を もとに して各 国内の法令 ・規則等 を整備 してい く役割 を持 っていた。

この よ うに、国際機 関の コーポ レー ト・ガバナ ンスに関す る役割 は、3つ の要素

を持 っていた。 そ して、それぞれ の役割 を達成す るために、先進 国首脳 会議 は、①

先進諸 国だ けではな く発展途 上国を含 めた コー ポ レー ト・ガバ ナ ンス問題 への議論

を行 うこ と、②発展途上国 も含 んだ新 しい コー ポ レー ト・ガバ ナ ンスに関す る国際

機 関の設立、③世界 中に適応 可能 な原則 の策定 、地域的国際会議 は、① コーポ レー

ト ・ガバナ ンスの継続 的作業 、②OECD原 則 の示 した道 筋の速や かな実行 、③地域

経済 の繁 栄に役 立っ コー ポ レー ト・ガバ ナ ンスの確 立、実務者 国際会議 は、①OE

CD原 則 の世界的 に採 用促 進 を進 めるこ と、②OECD原 則 に適合 した各 国の法令 ・

規則 等 を整備す るこ と、③法令 ・規則等 の整備 のた めに、国際機 関の努力 を促す こ

とに対 して、積極 的 に活動 を続 けてい る。 これか らの世界標 準 としてのOECD原 則

は、 これ らの国際会議 の協力 を得なが ら、発展 を続 けてい くと考 え られ る29。

現在 もなお、世界標 準 となる原則 の策定 と、その原則 を企業 のコーポ レー ト・ガ

バナ ンス構築 に役立たせ る取 り組みが進行 中で ある。今後 は、ますます加速 して行

くで あろ うこれ らの動 きを じっ くりと検討 してい くこ とが課題で ある。

注
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0ECD原 則 は 、 各 国 に 対 して 法 的 拘 束 力 を有 す る も の で は な く、 最 低 限 の原 則 とい うこ とが

で き る 。 しか し、 一 方 で 、 各 国 政 府 に 対 してOECD原 則 を広 め て 、 各 国 に 対 して 自主 的 に

OECD原 則 を も とに 法 令 ・規 則 等 に適 用 して い く こ と も求 め て い る。
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9日 本 で は
、2001年1月 に 省 庁 再 編 成 が 行 わ れ 、 そ れ ま で の 大 蔵 省 の 機 能 の 多 く が 財 務 省 と な

り 、 名 称 が 変 更 さ れ た 。 そ の た め 、2000年 末 ま で は 、 蔵 相 ・ 中 央 銀 行 総 裁 会 議 と 称 し て い た

が 、2001年 よ り 、 財 務 相 ・ 中 央 銀 行 総 裁 会 議 と な っ た 。 本 稿 で は 、 財 務 相 ・中 央 銀 行 総 裁 会

議 と い う名 称 で 統 一 し て い る 。

10他 に も
、 ア ジ ア 欧 州 会 合(ASEM)やEU委 員 会 等 の 地 域 国 際 会 議 も コ ーポ レ ー ト ・ ガ バ ナ ン ス に

関 し て 強 い 関 心 を 示 し て い る 。

11http://www
.mo£go.jp/daijin/1eO75.htm

zzhttp://www
.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/summit/ko_2000/documents/commu.html

13http://www
.asahi.co皿/business/sumit/K2001072202511.html

l4http://www
.asahi.com/business/sumit/K2001072202511.html

l℃ECD[1999b]
,WorldBank[1999]

16http://www
.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/apec/98/seimei.html

17http://www
.mofa.go.jp/mafaj/gaiko/apec/99/kyodo_2.html

`ghttp://www
.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/apes/99/kyodo_2.html

19http://www
.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/apes/99/kyodo_2.html

2。http=//www
.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/apec/99/s-sengen.html

21http=//www
.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/apes/99/s-sengen.html

zzhttp://www
.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/apec/99/s_sengen.html

23こ の 付 属 文 書 は
、 ユ998年12,月 にG7蔵 相 か らG7首 脳 に 提 出 さ れ た も の で あ る 。

24http://www
.mof.go.jp/jouhou/kokkin/ap-010909.htm

z5http://www
.mof.go.jp/jouhou/kokkin/ap_010909.htm

z6http://www
.mof.go.jp/jauhou/kokkin/ap_010909.htm

27http://www
.mof.go.jp/jouhou/kokkin/ap_010909.htm

28http://www
.mof.go.jp/jouhou/kokkin/ap_010909.htm

29世 界 標 準 原 則 を 中 心 と し
、 各 国 の 原 則 を 用 い た 企 業 法 制 度 改 革 の 動 向 に つ い て は 、 小 島 大 徳

[2005c]を 参 照 の こ と 。
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